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高齢者の日常生活支援

申 請 団 体
日常生活支援式田
会

事 業 概 要

高齢者世帯等が地
域で暮らせるよう、
日常生活への支援
活動を行う。

交付確定額 70,000 円

★ コメント ★

本事業は、高齢者世帯や一人暮らしが増えている現状において、住
みよい式田地区にすることを目標としており、住民同士が助け合いな
がら通院補助や自宅周りの環境整備を行うことにより、地域で課題解
決できる関係の構築を目指します。

新しいスポーツを通じた地域住民の
世代間交流と心身の健康・体力づくり

申 請 団 体
河辺小学区スポー
ツ協会

事 業 概 要

世代間交流と健
康・体力づくりの
ため、モルック等
の教室を開催する。

交付確定額 256,000 円

本事業は、スポーツ等を通じた世代間交流や心身の健康・体力づく
りを目標としており、屋内外で子どもから高齢者まで、誰でも簡単に
楽しめるモルック・ボッチャの教室や交流会を開催するなど、今後も
地域の皆さんが気軽に参加できる機会を提供していきます。

★ コメント ★
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◎地域づくり交付金とは
地域づくり交付金は、地域の課題解決や地域力向上などに

取り組む公益的な活動を支援する制度です。

◎対象となる事業は
４月１日から翌年３月３１日まで実施され完了する事業
・地域の課題解決－地区防災避難訓練の実施など
・地域の連携促進－地域世代間交流イベントの開催など
・地域力の向上 －地域住民で身近な史跡を巡って記録誌

作成など
・地域の魅力普及－地域に古くから伝わる踊りや、郷土料理

の復活・継承など
◎交付金額は

事業１件につき５万円以上５０万円以下です。
１年目から３年目までは交付対象経費の全額。４年目は交付

対象経費の３分の２。５年目は交付対象経費の３分の１です。

なお、詳しい内容については「地域づくり交付金の手引き」を
お読みください。

ご相談は、各地域の市民サービスセンターの窓口でお伺いい

たします。また、他の市民サービスセンターでもご相談をお伺い
いたします。

ご相談をお待ちしております。
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地域づくり交付金の継続事業の
交付対象期間を延長する特例措置について

地域づくり交付金の交付対象期間は、最初に交付した年度から起
算して、５年を限度としています。ところが、新型コロナウイルス感染
症の影響により、事業を継続実施できなかったため、申請を行わな
かった年度については、交付対象期間に含めないとする措置を取っ
ています。

令和６年度以降に対象事業が複数年交付を受ける際は、下記の期
間計算の例を参考にしてください。

なお、交付期間を延長する特例措置については、平成２９年度から
令和４年度の間に、１年目の交付を受けた事業が、対象となる可能
性があります。詳しくは、裏表紙に記載の申請窓口となる市民サービ
スセンターでご確認のうえ申請するようご留意ください。

【継続事業の通常の期間計算】

・同一事業が交付対象となる期間は最初に交付した年度から起算して５年間が限度です

・４年目は、交付対象経費の３分の２に相当する額とし、５年目は、交付対象経費の３分の１に相当する額としています
交 付 状 況 交 付 確 定 交 付 確 定 交 付 確 定 交 付 確 定 交 付 確 定 交 付 対 象 外

交 付 年 度 １ 年 目 ２ 年 目 ３ 年 目 ４　 　 年         目 ５　　  年         目 ６ 年 目

全 額 全 額 全 額 ３  　分　　の　 　２ ３  　分　　の　 　１ －

通常は、最初に交付した年度の次の年度からは申請のない場合も２～５年目として期間に算入されます
交 付 状 況 交 付 確 定 申 請 な し 申 請 な し 申 請 な し 申 請 な し 交 付 対 象 外

交 付 年 度 １ 年 目 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目 ６ 年 目

全 額 － － － － －

対 象 年 度 Ｈ31（Ｒ元）年度 Ｒ　　６　　年　　度 Ｒ ７ 年 度

対 象 事 業
実 施 に よ り
交 付 申 請

交付申請あり
（特例適用により

2年目の事業とする）

交 付 状 況 交 付 確 定 交 付 確 定

交 付 年 度 １ 年 目 ２　　年　　目 ３ 年 目

全 額 全　　　　　額 全 額

対 象 年 度 H ３ １ ～ Ｒ ３ 年 度 Ｒ ４ 年 度 Ｒ ５ 年 度 Ｒ ６ 年 度 Ｒ ７ 年 度 Ｒ ８ 年 度

対 象 事 業
実 施 に よ り
交 付 申 請

交 付 状 況 交 付 確 定

交 付 年 度 １ ～ ３ 年 目 ４ 年 目 ５　　 年　 　目 ６ 年 目

全 額 － － － ３  分　 の　 １ －交付対象経費の割合

令 和 ６ 年 度 以 降 は 、 継 続 事 業 と し て 申 請 し ない 年 度 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ ィル ス感 染 症 の 影 響 に よる 期 間 計 算 の 特 例 が
「 適 用 さ れ な い 」 た め 、 通 常 ど お り 、 申 請 の 有 無 に か か わ ら ず 、 ２ ～ ５ 年 目 と し て 期 間 に 算 入 さ れ ま す

例　Ｄ

新 型 コ ロ ナ の 影 響 に よ り
実 施 不 可 の た め 申 請 な し

申 請 な し

Ｒ４、Ｒ５年度
※特例適用により

５年目の事業
として申請可能

交 付 対 象 外

特 例 で 期 間 （ 年 数 ） に 算 入 し な い

例　Ｃ 交　付　申　請

交付対象経費の割合

例　Ａ

交付対象経費の割合

例　Ｂ

交付対象経費の割合

【令和２年度から令和５年度の間に継続事業の対象となる場合の期間計算の特例適用について】

新型コロナの影響により
実施不可のため申請なし

※特例で期間（年数）に算入しない

－

① 平 成 ２ ９ 年 度 以 後 に 初 め て 交 付 対 象 と な っ た 事 業 の う ち 、 ② 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で の 間 に 、
新型コロナウイルス感染症の影響により交付対象事業を実施することができず、交付金の交付決定を受けていない年度がある場
合 、 当 該 年 度 は 交 付 年 度 の 期 間 に 算 入 さ れ な い た め 、 以 下 の よ う な 取 扱 い に な り ま す

Ｒ　２　年　度　～　Ｒ　５　年　度
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事例集はホームページでご覧いただけます。

秋田市 地域づくり交付金 検索

地域づくり交付金は、地域の課題解決や地域力向上などに
取り組む公益的な活動を支援する制度です。

平成２３年度より令和６年度までの間に延べ７８０件を超える
事業に活用されています。

皆様の地域でも、この事例集を参考にして、皆様の意欲やア
イデアを活かし、住みよい地域づくりの活動に、地域づくり交付
金を活用してみてはいかがですか。

ご相談をお待ちしております。


